
練馬東中学校 学校生活のきまり 
 
１ 登校・下校 

①８：00～８：20 に登校し朝読書を始められるようにする。８：３０の本鈴に遅れた場合は、遅刻となる。 

（ただし、全校朝礼のある時は、８：30 に体育館で出席をとる） 

②自転車通学は、練馬区の規定で禁止されている。 

③登下校時の出入り口は、生徒昇降口を使用し他の出入り口は使用しない。 

④一般下校時刻 （ ）内は短縮時程 

 

月・火・金・（木） 15:45（15:15） 

水・（木） 14:45（14:20） 

土 12:00 

・下校時刻が来たらすぐに下校すること。（友達は待たないで下校） 

・居残りや放課後に活動する場合は、担当の先生の指示を守る。 

・部活動終了時の下校は、顧問の指示に従い速やかに下校する。 

最終下校時刻  通年…18:00 (大会等がある場合は 18 時 30 分までに下校) 

 

２ 上ばき、下ばきの区別 

①校舎内は指定の上ばきを使用する。上ばきにはかかと部分に記名する。 

②下ばきとの区別は、昇降口のスノコを境とする。 

③緊急時以外は、上ばきで外に出てはいけない。 

 

３ 屋上の使用については、原則として禁止する。 

 

４ 校庭の開放使用は、昼休みのみとする。 

 

５ 校舎内の設備について 

①第二体育館の非常階段は、非常時以外は使用しないこと。また生徒昇降口以外からの出入りは、非常時以外は

使用しないこと。 

②給食室、第二理科室の屋上、その他、危険なところに出ないこと。 

③シャッター、火災報知器、配電盤、消火器など、非常時の設備にいたずらを絶対にしないこと。 

④特別教室や、他の教室には、許可なく出入りしないこと。 

⑤公共物や掲示物を大切にし、壁を汚したり、落書きをしたりしないこと。 

 

６ 持ち物 

①持ち物には、必ず記名すること。 

②授業に必要のないものは、一切持ってきてはいけない。（携帯電話・ゲーム機・音楽プレーヤー等） 

③装飾品や腕時計の着用はしない。 

④必要以外の金銭は持参しない。 

 

 

 



７ 服装（標準） 

①男女ともに学校指定の標準服を着用する。 

②標準服 

・ブレザー、白のワイシャツ、ズボン、またはスカートを着用する。 

※全校が集まる機会では、ブレザーを着用する（夏季服装時は別とする） 

※「ブレザー、ネクタイ、リボン」は儀式的行事の際には必ず着用する（入学式・卒業式など） 

・その他の学校生活では個人の判断とする。 

③登下校時 

・標準服で登下校する。再登校時も同じとする。(必要に応じて体育着登校もある) 

④防寒着について 

・華美でないものを着用する（色は黒、紺、灰色、茶、白など、無地でライン等が入っていないもの） 

  ・コート・アウタージャケット、マフラー、ネックウォーマー、手袋を着用してもよい。 

・防寒着としてセーター、ベスト、カーディガンを着用してもよい。  

 ※セーター等を着用する際は、ブレザーの袖、裾からはみ出ない大きさのものとする。 

・校内での防寒のために学校指定ジャージを着用してもよい。 

 ⑤気候や寒暖に応じて、各自で服装を考える。暑い時には半袖 Y シャツ、ポロシャツ（白、紺、黒で無地なも

の）を着用できる。 

 

８  頭髪 中学生らしい清潔感のある髪型とし、脱色、染色、整髪料をつけることはしない。 

    ※髪をまとめる際には、華美でなく、装飾のない「ゴム」「ヘヤピン」を使用する。 

（華美でない色として黒、紺、灰色、茶、白などとし、無地でライン等が入っていないもの） 

 

９  靴下 くるぶしの隠れるもので、華美でないものとする。（黒、紺、灰色、茶、白など） 

 

10  靴  動きやすい運動靴とする。かかとを踏みつけて履くようなことはしない。運動靴であっても派手 

な靴やハイカットの靴は履いてこない。 

 

11 カバン 

①学校指定はなし。ただし、ビニール袋や紙袋等は禁止。 

②カバンには、必要以上にアクセサリーなどをつけないようにする。 

 

12  その他  水筒の持参可（中身は水，お茶，スポーツドリンク・記名し個人で保管する） 

   

13 朝礼隊形 

①舞台に向かって右側が奇数、左側が偶数  

※1、２年生は一列ずつ、３年生は２列ずつ(１～15、15～31 ２～16、16～30) 

②１-３と２-１の間をセンターとする。３年生は２組と３組の間がセンターとする。 

 ③体育館への入場順 

  １年生：３組→２組→１組 

  ２年生：１組→２組→３組 

  ３年生：１組→２組→３組→４組 

 

 

 


